
川之江地域交流センター（仮称）の所管部署について                               

項  目 内  容 備  考  
名  称 川之江地域交流センター（仮称）  
所管部局 教育委員会管理部生涯学習課  
財産台帳 教育委員会管理部生涯学習課  

設置条例 四国中央市地域交流センター条例 
四国中央市地域交流センター条例施行規則 
 

【廃止】・川之江公民館 
・川之江児童館 
・川之江老人憩いの家 
・川之江老人集いの家 

主たる目的 【地域交流センターの目的】 
・地域住民の相互交流や、文化・コミュニティ活動による地域活性化を目的とする 
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◇地域交流センターの概念 
各施設共通の「交流機能」を統合 
 ・貸館、サークル活動 
 ・各種講座、各種団体の活動の場 
 ・軽スポーツ、憩い・交流の場 
◇地区公民館機能は必ず残る 
◇利用者層を限定しないことが必須 
 

 

老人つどいの家 老人憩いの家 

 

川之江児童館機能 

【現行】こども課； 
館長（係長）、主任、 
臨時１～２名 

老人憩いの家機能 

老人つどいの家機能 

【現行】高齢介護課： 

嘱託職員１、ｼﾙﾊﾞｰ１ 

高原ふるさと館 

サークル活動機能 

【現行】文化振興課 
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各施設がもつ 

「交流機能」を統合 

川之江公民館機能 

【現行】生涯学習課：

館長（非常勤）、主事、 
主事補（委託） 

川之江地域交流センター長 
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